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令和２年介護サービス施設・事業所調査の実施について（通知）  

 

 

介護サービス施設・事業所調査につきましては、これまで種々御配意をいた

だき、厚く御礼申し上げます。  

さて、本年においても、下記のとおり同調査を実施いたしますので、調査の

円滑な実施に格別の御協力をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。  

 

 

記  

 

１  調査の目的  

この調査は、全国の介護サービスの提供体制、提供内容等を把握すること

により、介護サービスの提供面に着目した基盤整備に関する基礎資料を得る

ことを目的とする。  

 

２  調査の対象及び客体  

（１）基本票  

以下に掲げる施設・事業所の全数を把握する。  

①介護保険施設  

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医

療施設  

②居宅サービス事業所  

訪問介護事業所、訪問入浴介護事業所、訪問看護ステーション、通

所介護事業所、通所リハビリテーション事業所、短期入所生活介護

事業所、短期入所療養介護事業所、特定施設入居者生活介護事業所、

福祉用具貸与事業所、特定福祉用具販売事業所  

③居宅介護支援事業所  

④介護予防サービス事業所  

介護予防訪問入浴介護事業所、介護予防訪問看護ステーション、介

護予防通所リハビリテーション事業所、介護予防短期入所生活介護

事業所、介護予防短期入所療養介護事業所、介護予防特定施設入居

者生活介護事業所、介護予防福祉用具貸与事業所、特定介護予防福

祉用具販売事業所  

⑤介護予防支援事業所  

 

 



 

⑥地域密着型サービス事業所  

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、夜間対応型訪問介護事

業所、地域密着型通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所、

小規模多機能型居宅介護事業所、認知症対応型共同生活介護事業所、

地域密着型特定施設入居者生活介護事業所、地域密着型介護老人福

祉施設、複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護）事業所  

⑦地域密着型介護予防サービス事業所  

介護予防認知症対応型通所介護事業所、介護予防小規模多機能型居

宅介護事業所、介護予防認知症対応型共同生活介護事業所  

 （２）詳細票  

    基本票で把握した全国の施設・事業所を対象とし、訪問介護、通所介

護、居宅介護支援、介護予防支援については、サービス、都道府県及び

事業所の規模（通所介護はサービス及び都道府県）を層として層化無作

為抽出した事業所、それ以外については全数を客体とする。  

  

３  調査の期日  

令和２年 10月１日現在において実施する。  

 

４  調査の事項  

次の調査票に掲げる事項とする。  

（１）基本票  

①施設基本票（別紙１－１）  

②事業所基本票（別紙１－２）  

（２）詳細票  

①介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設票（別紙２）  

②介護老人保健施設票（別紙３）  

③介護療養型医療施設票（別紙４）  

④訪問看護ステーション票（別紙５）  

⑤居宅サービス事業所（福祉関係）票（別紙６）  

⑥地域密着型サービス事業所票（別紙７）  

⑦居宅サービス事業所（医療関係）票（別紙８）  

⑧介護医療院票（別紙９）  

   

５  調査の実施体制  

（１）基本票は、厚生労働省が調査に関する事務を行う。  

（２）詳細票は、厚生労働省が調査に関する事務を民間事業者に委託して行う。 

（３）都道府県は、それぞれの区域内の調査対象施設・事業所について、「令

和２年介護サービス施設・事業所調査  調査対象名簿」の作成等、円滑な

調査の実施に向け、必要な業務を行う。  

 

６  調査の方法  

（１）基本票は、厚生労働省から都道府県に配布し、各担当者が記入する。  

（２）詳細票は、都道府県により作成された「令和２年介護サービス施設・事

業所調査  調査対象名簿」等を基に、民間事業者から施設・事業所に配布し、

各管理者が記入する。  

 

７  集計及び結果の公表  

集計及び結果の公表は、厚生労働省政策統括官（統計・情報政策、政策評

価担当）が行い、調査結果は速やかに公表する。  


